
● インターネット上で、個人を誹謗中傷したり、差別的な書き込みをす
る等の人権侵害が発生しています
● ＳＮＳによる子ども同士のいじめや、子どもを狙った性犯罪等も発生
しています
● 手軽に利用できるインターネットですが、他人が不快に思うことや個
人情報を不用意に書き込まない等、正しく利用し、被害者にも加害者
にもならないようにしましょう

インターネットインターネット による人権侵害をなくしましょう

▶違法・有害情報相談センター（総務省） （右の二次元コード）
　ほhttps://ihaho.jp/
▶ こどものネット・スマホのトラブル相談窓口「こたエール」
（東京都）（右の二次元コード）
　ほhttps://www.tokyohelpdesk.metro.tokyo.lg.jp/

※各相談窓口は、指定があるもの以外、祝日等はお休みです

● 「嫌がらせ、いじめ」を意味するハラスメントは、日常生活のさまざ
まな場面で問題となっており、例えば次のようなものがあります
　▶パワーハラスメント（職場等での優位性を利用した嫌がらせ）
　▶セクシュアルハラスメント（不快な性的言動等）
　▶マタニティハラスメント（妊娠・出産を理由とした嫌がらせ）
　▶カスタマーハラスメント（顧客の不当な要求や悪質なクレーム）
● 相手を不快にさせ、尊厳を傷つける言動は人権侵害という認識を持
ち、相手の気持ちに配慮した言動を心掛けましょう
● ハラスメントで悩んでいる方は、相談窓口へ相談しましょう

▶みんなの人権110番（東京法務局）　☎０５７０（００３）１１０
　（㈪～㈮午前８時30分～午後５時15分）
▶東京都ろうどう110番（東京都）　☎０５７０（００）６１１０
　（㈪～㈮午前９時～午後８時、㈯午前９時～午後５時）

ハラスメントハラスメント はやめましょう

● 高齢者に対する、家族や介護者等による暴言・暴力、無視、資産の無
断処分等の虐待が問題となっています
● 大きな社会問題となっている特殊詐欺や悪質商法の被害者の多くは、
高齢者です
● 高齢者が地域で安心して生き生きと暮らせるよう、高齢者に対する理
解を深め、地域ぐるみで高齢者の人権を守っていきましょう
● 認知症等による判断能力の不足を補うための成年後見制度の活用が必
要な場合は、費用助成の制度等があります。相談窓口へご相談ください

▶おとしよりなんでも相談（区役所２階高齢者福祉課内）
　☎内線２６７５（㈪～㈮午前８時30分～午後５時15分）
▶各地区の地域包括支援センター
　●南千住東部☎（３８０５）５７０２　●東尾久☎(５８５５)８５１３
　●南千住西部☎（５６０４）５７１０　●西尾久☎（３８９３）３５５５
　●荒川☎（５８５５）３３２３　●東日暮里☎（５６１５）３１７１
　●町屋☎（３８９４）３５６８　●西日暮里☎（３８０７）３８２８
　※各地区とも㈪～㈯午前９時～午後５時
▶成年後見センター・あんしんサポートあらかわ（荒川区社会福祉協議会）
　☎（３８０２）３３９６（㈪～㈮午前８時30分～午後５時15分）

高齢者高齢者 の人権を尊重しましょう

● 障がいのある方に対する、嫌がらせや心ない言葉の投げかけ、乗車や
サービス提供の拒否等の人権侵害が問題となっています
● 社会全体で、障がいのある方が日常生活や社会生活において制限を受
けないようにすること（バリアフリー）が求められています
● 障がいに対する理解を深め、身の周りの障壁（心のバリアを含む）を
取り除くための配慮や協力をしていきましょう
● 障害者差別解消法の改正により、令和６年４月１日から、事業者は、
障がいがある方から何らかの対応を伝えられたときには「合理的配慮
の提供」を行うことが義務となります（耳が不自由な人に筆談で意思
を確認する等）

▶障害者福祉課相談支援係（区役所１階）
　☎内線２６８５（㈪～㈮午前８時30分～午後５時15分）
▶荒川区障がい者虐待防止・差別解消センター
　☎（３８０２）３１５１（24時間・年中無休）

障がい障がい を理由とする偏見や差別をなくしましょう

● 「法律上の性」と「心の性（性自認）」が一致していないことや、
「好きになる性（性的指向）」が同性や両性に向いていること等に対
する偏見や差別に悩み、生きづらさを感じている人がいます
● 性のあり方にも個性があることを正しく理解し、日ごろから配慮した
言動を心掛けましょう
● 相談窓口は、当事者のほか、家族、職場関係の方も利用できます

▶ＬＧＢＴ専門相談（アクト21）　☎（３８０９）２８９０
　（第４㈫午後４時～６時〈予約制〉）※㈷の場合は第３㈫
▶Ｔ

ト ー キ ョ ー

ｏｋｙｏ ＬＧＢＴ相談専門電話相談（東京都）
　☎０５０（３６４７）１４４８（㈫・㈮午後６時～10時）

多様な性のあり方多様な性のあり方 について正しく理解しましょう

● 女性が被害者になる割合が高い、ＤＶ・性犯罪・ストーカー行為等
は、被害者を深く傷つける重大な人権侵害です
● 性別に基づく固定的な役割分担意識は、未だに人々の意識や社会の慣
行に残っており、家事・育児時間の分担割合や職場における昇進・賃
金の男女間の格差等が問題となっています
● ＤＶや性犯罪等を許さないという意識を社会全体で共有するととも
に、性別に関わらず、お互いの立場を尊重し、その個性と能力が十分
に発揮できるよう協力し合いましょう
● 悩みを抱えているときは、一人で悩まず相談窓口へ相談しましょう

▶女性の人権ホットライン（東京法務局）　☎０５７０（０７０）８１０
　（㈪～㈮午前８時30分～午後５時15分）
▶ＤＶ相談＋

プラス

（内閣府）
　☎０１２０（２７９）８８９（24時間・年中無休）
▶荒川区配偶者暴力相談支援センター
　☎（３８０６）３０７５（㈪～㈮午前８時30分～午後５時）
▶こころと生き方・ＤＶなんでも相談（アクト21）
　 ☎（３８０９）２８９０（第１㈬午後５時～８時、第１㈮・第２㈬・
第４㈬・㈮午前10時～午後４時、第２㈮・第３㈬・㈮午後２時30分
～午後８時、第２㈯午前10時～午後３時〈予約制〉）

女性女性 の人権を守りましょう

身近にある
じじ んん けけ んん

知ってほしい

お互いの人権を尊重するためには、
●人権に関心を持つこと
●さまざまな人権問題について正しく知ること
●自分の中の差別意識や偏見に気付くこと
●ほかの人との違いを認めてともに歩むこと

が大切です。さまざまな人権問題について理解を深めましょう。

● 児童虐待・いじめ・体罰・児童買春等により、子どもの命や権利が脅
かされており、特に児童虐待は深刻な問題となっています
● 将来にわたって心身に深刻な影響を及ぼしかねない虐待等から子ども
たちを守るとともに、子どもを権利の主体として尊重しましょう
● 子どもを産み育てる親の悩みや不安に寄り添い、お互いに笑顔になれ
るよう、地域全体で子育てを応援しましょう

▶あらかわ子どもほっとらいん (右の二次元コード)
▶あらかわキッズ・マザーズコール24
　☎０１２０（５３６）８８３（24時間・年中無休）
　※妊娠・出産・育児の悩みを、看護師等の専門スタッフに相談できます
▶荒川区子ども家庭総合センター
　☎（３８０２）３７６５（㈪～㈮午前８時30分～午後５時15分）
▶児童相談所虐待対応ダイヤル　☎１

い ち は や く

８９（24時間・年中無休）

子ども子ども の命と権利を守りましょう
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● 部落差別（同和問題）は、歴史的な過程で作られた身分制度や人々の
意識に起因する差別であり、我が国固有の重大な人権問題です

● 近年、インターネット上で、特定の地域を同和地区として掲載する等
の悪質な事案が発生しています

● 部落差別解消法に基づく国の実態調査結果*では、部落差別（同和問
題）に関する正しい理解が進む一方、偏見や差別は依然として解消さ
れていないことが報告されています

● 正しい知識を持ち、差別解消に向けて取り組みましょう
＊ 法務省「部落差別の実態に係る調査結果報告書」（令和２年６月）

▶総務企画課人権推進係（区役所４階）
　☎内線２２７１ （㈪～㈮午前８時30分～午後５時15分）
▶同和問題に関する専門相談（東京都）
　☎（６２４０）６０３５（㈫・㈮午前９時～正午、午後１時～５時）

部落差別（同和問題）部落差別（同和問題） を正しく理解しましょう
● 犯罪被害にあった方やその家族の中には、周囲の心ないうわさや中
傷・偏見等によって精神的な苦痛（二次的被害）を受け、長期にわた
り苦しんでいる方がいます
● 特に、性犯罪・性暴力の被害者は、被害が深刻であるにも関わらず、
誰にも相談できず、必要な支援が行き届かない恐れがあります
● 被害者やその家族が置かれた状況や心情を理解し、当事者の気持ちに
寄り添った対応をしましょう

▶公益社団法人被害者支援都民センター　☎（５２８７）３３３６
　（ ㈪・㈭・㈮午前９時30分～午後５時30分、㈫・㈬午前９時30分～
午後７時）

▶ 東京都性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター（性暴力救援
ダイヤルＮ

ナ ナ

ａＮａ）　
  ☎（５５７７）３８９９（24時間・年中無休）

犯罪被害者やその家族犯罪被害者やその家族 の人権に配慮しましょう

●  外国人であることを理由として、賃貸住宅への入居拒否や就労に関し
て不合理な扱いをするといった事案が発生しています

●  特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動（ヘイトスピーチ）が
社会的な問題となっています

●  文化等の多様性や外国人の生活習慣等を理解し、お互いを尊重し合う
関係を築いていきましょう

●  差別で困っている人は、一人で悩まないで相談しましょう

外国人外国人 への偏見や差別をなくしましょう

▶外国語人権相談ダイヤル（法務省）
　☎０５７０（０９）０９１１（㈪～㈮午前９時～午後５時）
▶外国語インターネット人権相談受付窓口（法務省）（右の二次元コード）
　ほhttps://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html#01
　［対応言語］ 英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポル

トガル語、ベトナム語、ネパール語、 スペイン
語、インドネシア語、タイ語

11月29日㈬～12月18日㈪期 間

午前９時～午後５時時 間

荒川さつき会館１階ロビー会 場
小学生の人権標語、中学生の人権ポ
スター、平和なまち絵画コンテスト
応募作品、人権啓発パネル等の展示

内 容

人権週間パネル展・
北朝鮮人権侵害問題
啓発週間パネル展

　ヤングケアラーとは、家事や、家族の世話等を大人に代わって日常的に行っ
ている子どものことです。ヤングケアラーについて一緒に考えてみましょう。

12月９日㈯午後２時～４時日 時
ゆいの森あらかわ ゆいの森ホール会 場
100人（申込順）※手話通訳あり定 員
２歳以上の未就学児、４人まで（申込順）
※託児申込は12月５日㈫午後５時まで託 児

電話・ファクス・荒川区ホームページ （右の二次元コード）で、イベン
ト名・住所・氏名・電話番号・託児の有無（有の場合はお子さんの氏名
と年齢も） ・手話通訳または車いす席利用の有無を、荒川さつき会館
☎（３８０２）２０５０　ふ（３８０２）２９９８

申 込 み

フリーアナウンサー・町
ま ち

 亞
あ

聖
せ い

氏講 師

12月10日㈰まで期 間
ゆいの森あらかわ１階
エントランスホール会 場

ヤングケアラー関連図書の展示

人権週間講演会 ヤングケアラーに光を
十八歳からの十年介護

● 災害時の避難所でのプライバシーの確保や、高齢者・
障がい者・難病患者・乳幼児・妊産婦・外国人等の要
配慮者の特性に合わせた配慮や環境整備等が課題にな
っています

● 災害時には、要配慮者の情報把握や避難支援、避難所
等での生活支援等で、近隣住民の助け合いが必要です

● 風評に基づく心ない嫌がらせ等で、被災地から避難さ
れた方々を傷つけることのないようにしましょう

災害に伴う人権問題災害に伴う人権問題 について理解を深めましょう

● 北海道を中心とした地域に古くから住むアイ
ヌの人々は、近世以降の国の政策によって、
伝統的な生活様式等の生活基盤や独自の文化
を失い、さまざまな差別を受けてきました

● アイヌの人々の歴史、文化、伝統等に関する
理解を深め、偏見や差別を解消していきまし
ょう

アイヌの人々アイヌの人々 に対するに対する
偏見や差別をなくしましょう偏見や差別をなくしましょう

● さまざまな理由で路上生活を余儀なくされ
ている方々に対する嫌がらせや暴行事件等
が発生しています
● 路上生活者の置かれている状況や自立支援
の必要性を理解し、路上生活者に対する偏
見や差別をなくしましょう

路上生活者路上生活者に対する
偏見や差別をなくしましょう

● 人身取引は、犯罪組織等が、暴力や脅迫等の
手段を用いて、女性や子ども等を別の国や
場所に移動させ、性的搾取や強制労働等を
強要する犯罪であり、重大な人権侵害です
● 一人ひとりがその実態を知り、社会全体の
問題として受け止め、犯罪防止に努めまし
ょう

人身取引人身取引 についてのについての
認識を深めましょう認識を深めましょう

● ＨＩＶ感染・エイズ、ハンセン病等の感染症では、病
気に対する誤った知識や理解不足により、職場や日常
生活等におけるさまざまな場面において、患者や元患
者、その家族に対する差別やプライバシー侵害等の問
題が発生しています

● 感染症に対する正しい知識と理解を深め、偏見や差別
をなくしましょう

感染症感染症 に関する偏見や差別をなくしましょうに関する偏見や差別をなくしましょう

● 刑を終えて出所した人やその家族に対する偏
見や悪意のあるうわさ等により、住居の確保
や就職等が難しく、円滑な社会復帰の妨げと
なる場合があります

● 刑を終えて出所した人が更生できるよう社会
全体で理解を深め、支援していきましょう

刑を終えて刑を終えて出所した人やその家族 出所した人やその家族 に
対する偏見や差別をなくしましょう

● 1970年代から80年代にかけて、北朝鮮当局により、日本各地で多くの
日本人が拉致され、区内でも拉致の可能性がある特定失踪者が存在し
ます
● 我が国の主権に対する侵害であり、重大な人権侵害である拉致問題の
解決は、国民的な課題であり、国際社会全体で取り組むべき課題です
● この問題を決して風化させることなく、解決に向けて、一人ひとりが
関心と認識を深めていきましょう

拉致問題拉致問題 についての認識を深めましょう

　平成18年６月、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題
への対処に関する法律」が施行され、本週間が定められました。

▶内閣官房拉致問題対策本部（右の二次元コード）
　ほhttps://www.rachi.go.jp/

12月10日～16日は12月10日～16日は 北朝鮮人権侵害問題啓発週間です
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